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≪地域包括ケアシステムについて≫
　急速に社会全体の高齢化が進行していく中で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい及び日常生活の支援が包括的に提供される地域
包括ケアシステムの更なる深化・推進が求められています。
　健康状態や身体状況に関わらず、高齢者が生きがいを持ち、地域で安心して自分らしく暮らし
続けるためには、日ごろから市民一人ひとりが自立した生活を送ることができるよう、自ら介護・フ
レイル予防や健康づくりなどの活動に取り組むとともに、支援が必要な人を地域で支える仕組み
や、地域の特性に合った公的なサービスによる支援が、それぞれ関連しあって提供されることが必
要です。
　社会が変化していく中においても、このような取り組みを将来にわたり継続していくためには、住
民をはじめ、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会、町内会、老人クラブ、ボランティア団体や
NPO、医療・福祉・介護の専門職、行政などが一体となり、地域全体で進めていくことが重要です。
　本市においては、中学校区を基本とする日常生活圏域において、それぞれの地域の実情に応じ
た、地域包括ケアシステムの深化・推進を図っていきます。
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１ 基本理念

第 4章

　本計画では、上位計画である「仙台市基本計画」や「せんだい支えあいのまち推進プラン（仙台市
地域保健福祉計画）」をはじめとした本市の関連計画、高齢者施策を推進していく上での今後の取り
組みの方向性を踏まえるとともに、多くの市民の理解を得ながら、共に計画の推進を図ることができ
るよう、次の基本理念を掲げます。

共に支え合い、生涯自分らしく暮らし続けられる社会の実現

2 基本目標

　基本理念を踏まえ、社会が急速に変化する中にあっても、高齢者を含めた地域全体の支え合いの
もと、一人ひとりが持つ多様性を尊重しながら、将来にわたり住み慣れた地域で安心して生活できる
社会の実現を目指すこととし、基本目標を次のとおりとします。

　高齢者が健康で生きがいを感じながら、心豊かに自分らしく活躍することができるとと
もに、地域で共に支え合い、将来にわたり誰もが安心して暮らし続けることができる社会を
実現します

■市民一人ひとりの取り組み
　介護・フレイル予防､健康づくりを通じたセルフケアや軽運動のほか、就労やボランティア等の
社会参加活動など。

■みんなで支える取り組み
　ボランティア活動、見守り・ちょっとした助け合い、地域などにおける自主的な集いの場の運
営、専門職を含めた地域の支え合いのネットワークなど。

■本市の取り組み
　介護保険・医療保険・福祉サービスの提供、高齢者の生きがいづくり、継続的な就労の支援、市
民一人ひとりの取り組みやみんなで支える取り組みを推進するための環境整備・支援はもとよ
り、社会の変化に柔軟に対応するための取り組みの強化など。

出典：平成25年3月　地域包括ケア研究会報告書
　　（厚生労働省ホームページ）をもとに作成

日常生活圏域
（本市では中学校区を基本とする。）
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【方針 1】社会の変化に対応しながら、高齢者が健康で自分らしく活躍
することができるような取り組みや環境づくりを進めます　

【方針1】社会の変化に対応しながら、高齢者が健康で自分らしく活躍することが
できるような取り組みや環境づくりを進めます

【方針２】地域で共に支え合い誰もが自分らしく暮らし続けることが
できるよう地域包括ケアシステムの体制を強化します　

高齢者の健康と生きがいを支える取り組みや、地域づくりへの支援の充実施策1

高齢者の意欲と経験に応じた活躍を後押しする取り組みや、環境づくりの推進施策2

社会の変化へ柔軟に対応する取り組みの強化施策3

地域における安心の確保や自立した暮らしの継続を可能とするきめ細かな支援の充実施策4

地域の多様な主体が連携する支え合い体制づくりの取り組みの強化施策5

【方針３】将来にわたって必要な介護サービスが受けられるよう
持続可能な体制を構築します

中長期的な視点を重視した介護サービス基盤の整備施策7

介護人材の安定的な確保・育成に向けた支援の充実と介護業務の効率化の推進施策8

認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けることができる
共生社会づくりの推進（認知症施策推進計画）施策6

≪基本理念・基本目標・施策の体系≫

基 本 目 標

共に支え合い、生涯自分らしく暮らし続けられる社会の実現

基 本 理 念

施 策 の 体 系

（施策１）高齢者の健康と生きがいを支える取り組みや、地域づくりへの支援の充実
　いつまでも心身ともに健康な生活を送れるよう、介護・フレイル予防に個々の実情に応じて気

軽に取り組むことができる身近な通いの場等の充実や活動の支援に加えて、適度な運動や生活

習慣病の対策などを踏まえた健康づくりを、保健事業と介護予防の一体的な実施などにより推

進していきます。

（施策２）高齢者の意欲と経験に応じた活躍を後押しする取り組みや、環境づくりの推進
　高齢者がいつまでも意欲を持ち、自らの望むかたちで社会で活躍し続けられるよう、多彩な学

びの機会の提供や趣味活動、就労、ボランティア活動、地域活動等への支援、環境整備により、

希望に応じた様々な方向からの社会参加の推進に取り組みます。

（施策３）社会の変化へ柔軟に対応する取り組みの強化
　更なる少子高齢化の進展はもとより、生活様式及び家族構成の変化などにより高齢者を取り

巻く環境が変動していく中においても、高齢者が自分らしく暮らし続けられるよう、ICT・デジタ

ル技術も活用しながら社会構造の変化に対応するための新たな取り組みを進めるとともに、既

存事業のあり方についても検討を進めます。

　基本理念・基本目標の実現に向けて「3つの基本的な方針」のもと、「8つの施策」を中
心として本計画の着実な推進を図ります。

高齢者が健康で生きがいを感じながら、心豊かに自分らしく活躍する
ことができるとともに、地域で共に支え合い、将来にわたり誰もが安心
して暮らし続けることができる社会を実現します

3 施策の体系

　今後更に少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少が進展する中、高齢者が支えられるだけでな

く、生きがいを持って社会を支える担い手として活躍することができる環境づくりを推進する必要が

あります。

　高齢者がいつまでも心身ともに健康でいきいきと暮らすことができるように介護・フレイル予防や

健康づくりの取り組みにより健康寿命の延伸を図り、これまで培った知識・経験を生かして意欲的に

社会で活躍し続けられる取り組みや環境づくりを進めます。

第 4章 基本理念・基本目標・施策の体系
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（施策５）地域の多様な主体が連携する支え合い体制づくりの取り組みの強化
　少子高齢化が進展する中においても高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、区役所・総合支所や地域包括支援センターによる支援の充実に取り組むととも

に、医療や介護などをはじめとする幅広い分野の専門職や関係機関などの連携を強化する取り

組みを推進します。

　また、地域の住民や活動団体による見守り・支え合い活動の充実に向けた支援を進めるなど、

支援が必要となった高齢者を重層的に支える取り組みを推進します。

（施策６）認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けることができる
共生社会づくりの推進　（認知症施策推進計画）

　市民一人ひとりが認知症への理解を深め、「認知症になっても、ともに希望を持って生きるこ

とができる」という新しい認知症観を広げるとともに、認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希

望を持って暮らし続けることができるよう、活躍できる機会や場をつくる取り組みを推進するな

ど、認知症の人や家族の視点を重視しながら相互に支え合う共生社会の実現を図ります。

（施策７）中長期的な視点を重視した介護サービス基盤の整備
　中長期的な介護サービスの需要を踏まえたうえで、高齢者が適切な介護サービスを受けるこ

とができるよう、サービス基盤の整備を進めます。特別養護老人ホームなどの施設サービスにつ

いては、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームといった高齢者の住まいの選択肢が増

加してきている状況を勘案するとともに、認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サー

ビスについても地域の実情を踏まえつつ、計画的な整備に努めます。

　また、高齢者が必要なサービスを適切に受けることができるよう、介護サービスの質の確保・

向上に向けて、事業所等への支援を行うとともに、大規模災害の発生や様々な感染症の流行時

においても、継続してサービスを提供できる体制づくりを支援します。

　高齢者人口の増加に伴う介護サービス需要の増加に対して、地域の特性を踏まえつつ、計画的な

サービス基盤の整備を進めるとともに、多様な介護人材確保や、働きやすい環境づくり、介護現場の

業務効率化を進めることにより、将来にわたって必要な介護サービスが受けられるよう持続可能な

体制を構築します。

【方針2】地域で共に支え合い誰もが自分らしく暮らし続けることができるよう
地域包括ケアシステムの体制を強化します

【方針3】将来にわたって必要な介護サービスが受けられるよう持続可能な体制を　　　
構築します

（施策４）地域における安心の確保や自立した暮らしの継続を可能とするきめ細かな支援の
充実

　日常生活上の支援が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、ニーズや世帯構成、価値観の変化に応じて、地域住民と協働しながら、必要な方

が必要なサービスを受けられる体制づくりの強化に取り組みます。

　また、高齢者の尊厳を保持するため、虐待防止や成年後見制度の利用促進などの権利擁護の

取り組みを進めます。

　さらに、高齢者が心身の状態やライフスタイルに応じて、適切な住まいと住まい方を選択でき

るよう、居住に関する支援に取り組みます。

　2025年には団塊の世代が全員後期高齢者となり、本市では2050年頃まで継続して高齢者人口

が増加するほか、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加が見込まれております。こうした状

況を背景として高齢者の支援ニーズの拡大や複雑化が見込まれる中、自身の希望や状態に応じて、

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる環境を整えることが一層求められ

ています。

　地域の支え合いを深めるために、住民同士のつながりや、地域で活動する団体などの資源を生か

しながら、地域の特性や実情に応じた見守りや支え合いの体制づくりに引き続き取り組みます。

　さらに、認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、「認知症に

なっても、ともに希望を持って生きることができる」という新しい認知症観を広げ、相互に人格と個性

を尊重した共生社会の実現を目指します。

第 4章 基本理念・基本目標・施策の体系
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（施策５）地域の多様な主体が連携する支え合い体制づくりの取り組みの強化
　少子高齢化が進展する中においても高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、区役所・総合支所や地域包括支援センターによる支援の充実に取り組むととも

に、医療や介護などをはじめとする幅広い分野の専門職や関係機関などの連携を強化する取り

組みを推進します。

　また、地域の住民や活動団体による見守り・支え合い活動の充実に向けた支援を進めるなど、

支援が必要となった高齢者を重層的に支える取り組みを推進します。

（施策６）認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らし続けることができる
共生社会づくりの推進　（認知症施策推進計画）

　市民一人ひとりが認知症への理解を深め、「認知症になっても、ともに希望を持って生きるこ

とができる」という新しい認知症観を広げるとともに、認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希

望を持って暮らし続けることができるよう、活躍できる機会や場をつくる取り組みを推進するな

ど、認知症の人や家族の視点を重視しながら相互に支え合う共生社会の実現を図ります。

（施策７）中長期的な視点を重視した介護サービス基盤の整備
　中長期的な介護サービスの需要を踏まえたうえで、高齢者が適切な介護サービスを受けるこ

とができるよう、サービス基盤の整備を進めます。特別養護老人ホームなどの施設サービスにつ

いては、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームといった高齢者の住まいの選択肢が増

加してきている状況を勘案するとともに、認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サー

ビスについても地域の実情を踏まえつつ、計画的な整備に努めます。

　また、高齢者が必要なサービスを適切に受けることができるよう、介護サービスの質の確保・

向上に向けて、事業所等への支援を行うとともに、大規模災害の発生や様々な感染症の流行時

においても、継続してサービスを提供できる体制づくりを支援します。

　高齢者人口の増加に伴う介護サービス需要の増加に対して、地域の特性を踏まえつつ、計画的な

サービス基盤の整備を進めるとともに、多様な介護人材確保や、働きやすい環境づくり、介護現場の

業務効率化を進めることにより、将来にわたって必要な介護サービスが受けられるよう持続可能な

体制を構築します。

【方針2】地域で共に支え合い誰もが自分らしく暮らし続けることができるよう
地域包括ケアシステムの体制を強化します

【方針3】将来にわたって必要な介護サービスが受けられるよう持続可能な体制を　　　
構築します

（施策４）地域における安心の確保や自立した暮らしの継続を可能とするきめ細かな支援の
充実

　日常生活上の支援が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、ニーズや世帯構成、価値観の変化に応じて、地域住民と協働しながら、必要な方

が必要なサービスを受けられる体制づくりの強化に取り組みます。

　また、高齢者の尊厳を保持するため、虐待防止や成年後見制度の利用促進などの権利擁護の

取り組みを進めます。

　さらに、高齢者が心身の状態やライフスタイルに応じて、適切な住まいと住まい方を選択でき

るよう、居住に関する支援に取り組みます。

　2025年には団塊の世代が全員後期高齢者となり、本市では2050年頃まで継続して高齢者人口

が増加するほか、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加が見込まれております。こうした状

況を背景として高齢者の支援ニーズの拡大や複雑化が見込まれる中、自身の希望や状態に応じて、

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができる環境を整えることが一層求められ

ています。

　地域の支え合いを深めるために、住民同士のつながりや、地域で活動する団体などの資源を生か

しながら、地域の特性や実情に応じた見守りや支え合いの体制づくりに引き続き取り組みます。

　さらに、認知症の人と家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、「認知症に

なっても、ともに希望を持って生きることができる」という新しい認知症観を広げ、相互に人格と個性

を尊重した共生社会の実現を目指します。
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第 5章 高齢者保健福祉施策の推進

【方針１】社会の変化に対応しながら、高齢者が健康で自分らしく
              活躍することができるような取り組みや環境づくりを進めます

［施策１］高齢者の健康と生きがいを支える取り組みや、地域づくりへの支援の
 充実

(１)介護・フレイル予防、健康づくりに積極的に取り組むことのできる環境の整備

①一人ひとりの介護・フレイル予防、健康づくりの取り組み

（ア）からだの健康づくり
　運動機能の維持・向上や、健康づくりのための取り組みなどを推進します。

【普及啓発・気づきの機会創出等に向けた取り組み】
○

○  

○
○
  

○
○

主な取り組み

高齢になっても心身ともに健康で生きがいを感じながら生活できるよう、一人ひ
とりの健康づくりに向けた取り組みの促進や、さまざまな関係機関・団体との連携
のもと、地域で介護・フレイル予防などに取り組むことのできる体制づくりなどを
進め、誰もが身近な場所で積極的に介護・フレイル予防、健康づくりに取り組むこ
とのできる環境の整備を進めます。

自身の心身等の状態についての気づきを促すための更なる普及啓発に取り組む
とともに、運動や口腔機能の維持・向上、栄養状態の改善、うつ・閉じこもり予
防などの一人ひとりの日常的な取り組み（セルフケア）を促進するなど、心身と
もに健康な「健康寿命」の延伸に繋げる取り組みを推進します。

健康リスクを抱えた人が相談・指導を受けやすい体制づくりなど、健康
づくりのための生活習慣改善に向けた取り組みの推進
国民健康保険加入者への特定健康診査・特定保健指導の実施と受診・利
用の促進
基礎健康診査、がん検診、骨粗しょう症検診等の実施と受診促進
加齢性難聴に対する意識啓発や早期支援・受診の促進
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施
フレイルのリスクが高い地域の高齢者のセルフケアに対する意識向上や
積極的な支援に向けた取り組みの推進
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（施策８）介護人材の安定的な確保・育成に向けた支援の充実と介護業務の効率化の推進
　今後、喫緊の課題となっている人材不足に対応し、将来にわたって介護人材が確保され、質の

高いサービスが安定的に提供されるよう、働きやすい環境づくりや介護職の魅力発信、外国人

人材をはじめとした多様な人材の確保を支援する取り組みを推進します。

　また、介護職員が専門性を生かしながら、意欲をもって継続して働くことができるよう、職員の

キャリア形成やスキルアップに向けた支援を行うとともに、業務の効率化や介護現場の生産性

向上を図るなど、介護職員の負担軽減に向けた支援を進めます。

 

 

■仙台市の介護職員の需要推計と供給推計

  
需要（推計）数 （Ａ）

供給（推計）数 （Ｂ）

差 （Ａ-Ｂ）

令和６年度
15,312人

14,503人

809人

令和７年度
15,781人

14,567人

1,214人

令和８年度
16,250人

14,631人

1,619人

令和９年度
16,383人

14,670人

1,713人

令和12年度
16,783人

14,785人

1,998人

※「第９期みやぎ高齢者元気プラン最終案」における宮城県の推計値を基に、仙台市内の事業所数が宮城県内
の事業所数に占める割合により算出。

※下線の取り組みは新規施策
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